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梅村敏幸　（全国労働金庫労働組合連合　中央執行委員）

第８９回ＩＬＯ総会 「協同組合の促進」 委員会

私がＩＬＯ総会に参加した経緯

　私は６月5日から21日まで、スイス・ジュ

ネーブで開催された第８９回ＩＬＯ総会の

「協同組合の促進」委員会に、労働側委員と

して参加しました。

　このように書くと、いかにも私自身がかな

り協同組合の研究をしている労働組合役員で

あるかのようなイメージになりますが、実態

はそうしたイメージとはかけ離れた「ふつ

う」の人間であることを、まず白状いたしま

す。

  私は労働金庫の職員で、２年前から全国労

働金庫労働組合連合会（全労金）という、全

国の労働金庫に働く者で組織する労働組合の

専従執行委員をしています。組織内での主な

任務は、機関誌作成・ＨＰ記

事集めなどです。

　今年のＩＬＯ総会におい

て協同組合の議論が行われ

るので参加しないか、と連

合から全労金にお声がかか

り、５名いる専従役員のう

ち、定期大会議案書作成に

それほど関わらない私が唯

一参加できる条件があった

ことと、私が山好きのため、

“ヨーロッパアルプス”に惹かれ「行きます」

と名乗りをあげたのです。

協同組合との関わり

　労働金庫は、「働く人の夢と共感を創造す

る協同組織の福祉金融機関（ろうきんの理念

より）」です。そこで働く私たち職員は、当

然協同組合と深く関わっているはずなのです

が、職場で日常業務をこなしている中で「協

同組合運動全般」について考える機会はあま

りありません。しかし、仕事を通じて「働く

人たちに喜ばれること」が働きがいになって

いることも確かで、そうした意識は協同組合

運動の原点だと思います。

総会参加にあたってのスタンス

3者会議採択（撮影：梅村敏幸）
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　わが国でリストラは「首切り」を意味し、

それまで懸命に働いてきた中高年の方の多く

が職を失い、自殺者も増加し男性の平均寿命

が下がるという異常な事態になっています。

　実際に解雇された方の争議支援などに参加

して、その方の生活状況や家族状況などを知

れば知るほど、人間の尊厳を無視する経営者

を許せないと感じました。

　４年前に開かれた広島での「協同組合全国

集会」に組合の取材で参加し、そこで聞いた

内橋克人さんの「人を中心とした共生の社会

をつくろう」というメッセージは大変感銘深

いものでした。

　経済のグローバル化による経済・社会環境

の劇的な変化は、大きなひずみを生んでいま

す。とりわけ雇用状況の悪化は、先進工業国

にも大きな社会問題となっています。規制緩

和と民営化は、繁栄をもたらした一方で、新

たな社会問題をももたらしました。

　ただ、これらの社会問題は、新たな需要と

新たな活動機会であり、協同組合はこれに対

して果たすべき重要な役割をもち、大きな可

能性を秘めているものだと思います。

　ＩＬＯ総会に英語もできないで参加する私

にできることは、所定の会議に全て参加する

こと、片言でも他国の方々と仲良くするこ

と、それとＩＬＯ総会の模様を一人でも多く

の方に知ってもらうことでした。（私の所属

する労働組合のホームページ h t t p : / /

www.zenrokin.or.jpに現地レポートを送りま

した）

ＩＬＯにおける「協同組合」勧告

　ＩＬＯは1966年に「発展途上諸国の経済・

社会発展における協同組合の役割に関する

127号勧告」を採択しています。

　歴史的に見るとＩＬＯは1919年の発足当

時から、発展途上国における雇用の確保の観

点による技術協力に力を注いできました。そ

の中で発展途上国の農村部における協同組合

設立推進という観点もあり、1966年の127号

勧告に至ったと思われます。

　ＩＬＯは社会的正義や民主主義、労働条件

の改善および人材開発といった任務を実現す

るために、その構成員の政府と雇用者および

労働者組織による、経済発展と雇用に貢献す

る政策の形成と実行を支援しています。こう

したＩＬＯの考え方と、人の集まりで民主的

に運営される協同組合の役割は合致します。

　今年のＩＬＯ総会では、35年ぶりに協同組

合に関する議題が取り上げられました。発展

途上国のみならず、世界のどの国にも適用さ

れる新たな協同組合に関する勧告の議論を行

い、来年の総会で採択される予定です。

「協同組合の推進（第１次討議）委員会
討議」内容

　私は６月５日から行われた「協同組合の促

進」委員会に労働グループ側委員として、労

協連・菅野理事長と共に参加しました。

　ＩＬＯは国際機関の中でも独特で、政策策

定や計画立案時には、経済の社会的パート

ナーである労使代表も、政府と等しく発言す

る権利をもっています。

　ＩＬＯ事務局があらかじめ作成した「事務

局案」について、政・労・使の３者会議で議

論を行い、今年は来年の総会に向けた「草案」
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を作成しました。

　３者会議の前にそれぞれのグループ会議が

行われ、事務局案に対する修正案討議を行い

ます。労働側グループの議長は南アフリカの

パテル氏で、議論の進め方・協同組合に関す

る知識共に、圧倒的に優秀な方でした。

　パテル氏は初めの労働グループ会議で、労

働者側の獲得目標を以下の通り掲げました。

○どの国でも適用できる普遍的な文書にする

○協同組合の自主性・自立性を大切にする

○協同組合に対し、公共のサポートを与える

（自主性を損なわない形で）

○協同組合の労働者に、国際労働基準を適用

させる

○職員が経営の意志決定に関わるコーポレー

トガバナンスを確立させる

○教育などの人的資源発掘を行う

○協同組合における女性の地位促進を明言化

する

○広義のディーセントワークを協同組合に適

用させ、明言化する

○文書の中に他のＩＬＯ文書（フィラデル

フィア宣言など）を盛り込む

○協同組合の国際的な連携に対する援助措置

○実効性のある文書にする

　こうした明確な獲得目標に向け、労働グ

ループは100以上の修正案を提出し、３者会

議で討議されました。採択された草案は労働

グループ議長・パテル氏の大活躍で、これら

の内容を反映したものとなり、我々労働側は

「実りあるもの」と評価しました。

来年の総会に向けて

　３者会議で圧倒された使用者グループは本

会議採択の場で、突然「過度に労働基準に触

れ、挿入されたディーセントワークの定義も

曖昧で憂慮する内容」との表明を行いまし

た。

　来年度の総会で勧告採択となるが、労働側

グループと使用者側グループとの対立点は多

く、いくつかの政府代表も、「断定的な文言

を避け、できるだけシンプルな文書にすべ

き」との表明を行っています。

　これに対し労働側グループは、今回参加の

委員が互いに連絡を取り合い（Ｅメール・Ｆ

ＡＸなどを活用して）、今後１年間各国政府・

使用者に働きかけ、我々にとって納得のゆく

勧告採択のため全力を注ぐことを、最終の労

働側グループ会議で確認しました。

　私自身は来年のＩＬＯ総会に参加するかど

うか全くわかりませんが、労働グループが協

同組合促進の推進者であることを目の当たり

にして、とても誇りに思いました。と同時に、

今後国内において、労働組合が「人を中心と

する社会」実現のため、協同組合促進の対策

を早急に講じる必要があると感じました。

パテル・梅村氏（撮影：梅村敏幸）


